
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  社員が役員になったときに支払う退職金 

Ｑ：当社の社員がこのたび、役員になりま

すので、この社員に退職金を支給しようと思

います。税務上、どのような取扱いになりま

すか？ 

 

Ａ：退職給与規程に基づく退職金は、損金

に算入されます。 

【解説】 

会社の使用人が役員になった場合、法的に

は、それまでの雇用契約がいったん解除とな

り、新たに委任契約が結ばれたことになりま

す。したがって税務では、使用人が役員に昇

格する際に支給される退職給与については、

原則として損金算入を認めていますが、恣意

性を排除するため、法人の退職給与規程に基

づき、使用人であった期間に係る退職給与を

支給したときは、その支給した金額は、その

支給した日の属する事業年度の損金に算入す

ることとしています。 

なお、法人が、新たに退職給与規程を制定

し又は従来の退職給与規程を改正して使用人

から役員となった者に対して退職給与を支給

することとした場合において、すでに使用人

から役員になっている者の全員に対して使用

人であった期間に係る退職給与として計算さ

れる金額をその制定時に支給し、これを損金

の額に算入したときは、次のいずれにも該当

するものについては、これが認められます。 

 ①これまでに、使用人であった期間に係る退

職給与を支給していないこと 

 ②退職給与の額が、その後のベースアップの

状況等を参酌して適正であること 
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